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IV．インド C．意匠 

 

C．意匠 

１ 産業財産権制度の枠組 
１．１ 保護対象 
保護される「意匠」について、意匠法第 2 条で以下のように規定されている87。 

 
第 2 条 定義 
本法において，主題又は内容に相反する事項がない限り， 
(d) 意匠とは、手工芸的，機械的，若しくは化学的の如何を問わず，又は分離若しくは

結合の如何を問わず，工業的方法又は手段により，2 次元若しくは 3 次元又はその双方

の形態かを問わず，物品に適用される線又は色彩の形状，輪郭，模様，装飾若しくは構

成の特徴に限られるものであって，製品において視覚に訴え，かつ，視覚によってのみ

判断されるものを意味する。 
(a)「物品」とは、何らかの製品又は物質であって，人工のもの，又は部分的に人工で部

分的に天然のものを意味し，かつ，製造して個別に販売することができる物品の何らか

の部品を含む。 

 
１．２ 登録要件 
意匠登録を受けるための要件は、意匠法第 4 条に規定されている。 

 
第 4 条 一定の意匠の登録禁止 
次の意匠は，登録することができない。 
(a) 新規性若しくは創作性のないもの，又は 
(b) 登録出願の出願日前又は該当するときは優先日前に，有形の形態の公開により若し

くは使用により又は他の何らかの方法でインドの何れかの場所又は何れかの外国におい

て，公衆に対して開示されたもの，又は  
(c) 周知意匠又は周知意匠の組合せから有意に識別できないもの，又は 
(d) 中傷的な又はわいせつな事項を包含し又は含むもの 

 
意匠法第 2 条(g)において『「創作性のある」とは，意匠に関して，当該意匠の創作者を

起源とすることを意味し，それ自体が古くてもそれらの使用については新規である意匠を

含む。』と規定されている88。 
 

１．３ 権利期間 
 意匠が登録された時，登録意匠所有者は登録日から 10 年間当該意匠権を有する(第 11
条(1))。ただし、前記 10 年間の満了前に意匠権期間の延長申請がされたときは，所定の手

                                            
87 特許庁、外国産業財産権制度情報http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm( 終アクセス

日：2015年 2月 19日) 
88 意匠法第 4条(a)の英文は、『(a) is not new or original; or』と記載されている。 
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数料の納付により，意匠権期間を， 初の 10 年間の満了時から，次期の 5 年間延長する

ことができる(第 11 条(2))。意匠が登録されるときは、登録出願日の時点で登録されたもの

とする(第 5 条(6))。 
 
１．４ 権利の効力範囲 
意匠権存続期間中に，何人かが次に掲げる行為をなすことは違法とされる。 
 

第 22 条 登録意匠の盗用 
(1) 意匠権存続期間中に，何人かが次に掲げる行為をなすことは違法とする。 
(a) 意匠所有者のライセンス若しくは書面による同意のある場合を除き，販売目的で，

当該意匠が登録されている物品区分の何らかの物品に，当該意匠又はその不正の明らか

な模倣を適用し若しくは適用させること，又は当該意匠をそのように適用されることを

可能ならしめる意図で何事かをなすこと，又は 
(b) 当該意匠が登録されている物品区分に属し，かつ，それに当該意匠又はその不正の

明らかな模倣を適用した物品を，販売目的で，登録意匠所有者の同意なしに輸入するこ

と，又は  
(c) 当該意匠又はその不正の明らかな模倣が，当該意匠が適用されている物品区分の何ら

かの物品に登録意匠所有者の同意なしに適用されていることを知りながら，当該物品の

販売用に公開若しくは開示し，又は公開若しくは開示させること 

 
１．５ 使用分類 
工業意匠の国際分類を設定するロカルノ協定に加盟していない89 。しかし、意匠規則第

3 附則において、ロカルノ分類に準拠した物品分類が定められている。また、審査官は出

願に係る意匠に付与されたロカルノ分類を使用している90。 
 
１．６ 出願日の認定要件 
意匠登録を出願するときには、願書の他に、意匠の表示 4 通(four copies of the 

representation of the design)を添付しなければならない。 
 

第 5 条 意匠登録出願 
(1) 何人かが新規性又は創作性のある意匠であって如何なる国においても先に公開されて

おらず，かつ，公序良俗に反していないものの所有者である旨の主張をして出願したとき，

長官は，本法により意匠を登録することができる。 ただし，長官は，当該登録前に，出願

について，当該意匠が本法及びそれに基づいて制定された規則により登録できるか否かに

関して，第 3 条(2)により任命された審査官による審査に付託し，当該付託に関する審査

官の報告書を検討しなければならない。  

                                            
89 http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=14( 終アクセス日：2015 年 2月

19 日) 
90 現地事務所への調査結果 
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(2) (1)による各出願は，所定の様式で行い，かつ，所定の方法で特許庁に提出し，所定の

手数料を添えなければならない。 

 
規則 11 出願 
(1)意匠登録を求める法第 5 条に基づく願書には，意匠の表示 4 通を添付しなければな

らず，当該願書及び意匠の表示の各通には日付を付し，かつ，出願人又はその代理人が

署名しなければならない。 
(2)願書には，意匠が登録されるべき分類及び当該意匠が使用されるべき１又は複数の

物品を記載しなければならない。 
(3) 2 以上の物品分類に同一意匠を登録しようとするときは，物品分類ごとに別個の出

願をしなければならず，また願書には，1 又は 2 以上の既存登録の各番号を記載しなけ

ればならない。 
(4)長官により請求されるときは，出願人は，当該物品の使用目的を記述しなければな

らない。 

 
１．７ 優先権 
（１）優先権主張の要件 
インドは、パリ条約及びTRIPS 協定に加盟している。優先期間は 6 か月である。 
 

第 44 条 連合王国及びその他の条約国若しくは国家群又は政府間機関との相互協定 
(1) 連合王国，又はその他の条約国若しくは国家群，又は政府間機関の構成国である国の

何れかにおいて意匠保護を出願している者，又はその法律上の代表者若しくは譲受人は，

単独か他人との共同かを問わず，本法による前記意匠の登録が他の出願人に優先し，かつ，

場合に応じて，連合王国，又はその他の条約国若しくは国家群，又は政府間機関の構成国

である国の何れかにおける出願と同一日付を有する旨を主張する権利を有する。 ただし，

次に掲げる事項を前提とする。  
(a) 当該出願が，連合王国，又は場合に応じてその他の条約国若しくは国家群，又は政府

間機関の構成国である国の何れかにおける意匠保護の出願から 6 月以内にされること (b) 
本条における何れの事項も，当該意匠がインドにおいて実際に登録される日より前に発生

した盗用に対する賠償金を回収する権利を意匠所有者に付与するものではないこと  
(2) 意匠登録は，出願可能期間として本条に指定する期間中に，インドにおいて当該意匠

が展示若しくは使用されたこと，又はその説明若しくは表示が公開されたことのみを理由

としては，無効にされない。  
(3) 本条に基づく意匠登録の出願は，本法に基づく通常の出願と同様の方法でされなけれ

ばならない。 
(4) 連合王国，又は本件について中央政府により通知されるその他の条約国若しくは国家

群又は政府間機関の構成国である国の議会がインドにおいて登録された意匠の保護のため

納得すべき規定を制定していることが中央政府に判明する場合は，中央政府は，官報告示

により，本条について，当該告示に定める変更又は追加事項があればそれを含め，連合王

293



IV．インド C．意匠 

 

国，当該他の条約国，又は場合に応じて国家群若しくは政府間機関の構成国である国にお

いて登録された意匠の保護にも適用する旨を指令することができる。 
説明－－(1) 本条に言う「条約国」，「国家群」，又は「政府間機関」とは，それぞれ，1967
年ストックホルムで改正され，1979 年に修正された工業所有権の保護に関する 1883 年

パリ条約，及び世界貿易機関の設立を規定した多国間貿易交渉についてのウルグアイラウ

ンドの 終結果を包含する 終法が適用される条約国，国家群，又は政府間機関を意味す

る。  
説明－－(2) (1)に掲げた保護について 2 以上の出願が，連合王国，又は 1 以上の条約国，

国家群若しくは政府間機関の構成国である国において類似の保護についてされた場合は，

同項(a)に掲げた 6 月の期間は，場合に応じて，当該出願のうち 先の出願日から起算され

る。 

 
（２）優先権を主張するための手続 
優先権の基礎となる出願の願書の写しを添付しなければならない。かかる写しは、その

提出先の特許庁長官又は機関の長により適法に認証されていなければならない91。優先権

書類が願書と共に提出されていない場合には、当該優先権書類は、3 か月の延長期間内に

提出することができる。かかる期間の延長は、様式 18 により、所定の手数料を添えて請

求することができる。 
意匠法第 44 条(2)には「本法に基づく通常の出願と同様の方法でされなければならない。」

と規定されている。なお、出願の願書(From 192)には優先権の基礎となる出願の出願国、

出願日及び出願番号を記載する欄が設けられている。 
 
１．８ 新規性喪失の例外適用 
（１）新規性喪失の例外が適用される意匠 
 インドの中央政府が指定する博覧会に出品した物品に係る意匠については、新規性喪失

の例外適用を受けることができる。当該規定の適用を受けるためには、出品者が事前に

CGPDTM 長官に対し事前通知し、かつ、展示品の 初の展示日から 6 か月以内に出願す

ることが必要である。 
 

第 21 条 博覧会に係る規定 
官報の告示により中央政府によって本条が適用される産業その他の博覧会における博覧会

開催期間中若しくはその後の意匠若しくは意匠適用物品の展示又は意匠表示の公開，又は

何人かによる他の場所における博覧会開催期間中若しくはその後の意匠若しくは物品の展

示又は意匠表示の公開であって，意匠所有者の黙認若しくは同意を得ないものは，当該意

匠が登録されることを妨げるものではなく，又は，その登録を無効にするものではない。 た
だし，次に掲げる事項を前提とする。  

                                            
91 JETRO、意匠審査の実務及び手続の手引 03.06.02.04 優先権書類、

https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/2011_ishou_01.pdf( 終アクセス日：2015 年 2月 19日) 
92 http://ipindia.nic.in/ipr/design/designform.htm( 終アクセス日：2015 年 2月 19日) 
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(a) 当該意匠若しくは物品を展示し，又は意匠表示を公開する展示者が，長官に対し所定

の様式で事前通知をすること，及び 
(b) 登録出願が，意匠若しくは物品の 初の展示日又は意匠表示の 初の公開日から 6 月

以内にされること 

 
（２）新規性喪失の例外適用を受けるための手続 
 新規性喪失の例外適用を受けるためには、意匠を公開する展示者が事前に長官に対し所

定の様式 (Form 9 )93で通知をすること、及び出願が 初の公開日から 6 か月以内にされ

ることが必要である94。 
 
１．９ 出願公開制度 
意匠は登録後できる限り速やかに公開され、公衆の閲覧に供される(第 7 条)。 

 

第 7 条 登録意匠の詳細の公告 
長官は，意匠の登録後できる限り速やかに，当該意匠についての詳細を所定の方法で公告

させるものとし，その後に当該意匠は公衆の閲覧に供される。 

 
１．１０ 情報提供制度および異議申立制度 
 何人も申立ができる付与前及び付与後の異議申立制度はないが、利害関係人による取消

申請の制度がある(第 19 条)95。登録取消申請の詳細は、次項に記載する。 
 
１．１１ 審判制度 
（１）拒絶査定不服審判 
拒絶査定に対して不服がある者は、高等裁判所に上訴することができる。 

 

第 5 条 意匠登録出願 
(4) 長官は，適当と認めるときは，登録のため自己に提出された意匠の登録を拒絶するこ

とができる。ただし，その拒絶に対して不服がある者は，高等裁判所に上訴することがで

きる。 

 
（２）無効審判 
利害関係人による取消請求制度があり、一定の理由を根拠として、意匠の登録後いつで

も利害関係人は意匠登録の取消申請をCGPDTM 長官に提出することができる。 
 
 
 

                                            
93 http://ipindia.nic.in/ipr/design/form9.pdf( 終アクセス日：2015年 2月 19日) 
94 現地事務所への調査結果 
95 現地事務所への調査結果 
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第 19 条 登録取消 
(1) 利害関係人は，次に掲げる理由に基づき，意匠の登録後いつでも，意匠登録の取消申

請を長官に提出することができる。すなわち， 
(a) 当該意匠が先にインドで登録されている。又は 
(b) 当該意匠が登録日前にインド又は何れかの外国で公開されている。又は 
(c) 当該意匠が新規性又は創作性のある意匠ではない。又は 
(d) 当該意匠が本法によれば登録可能ではない。又は 
(e) 当該意匠が第 2 条(d)で定義した意匠ではない。 
(2) 本条に基づく長官の命令に対しては高等裁判所に上訴し，長官は，いつでも当該取消

申請を高等裁判所に付託することができ，高等裁判所は，このように付託された申請につ

いて決定しなければならない。 

 
１．１２ 早期審査制度 
 早期に審査を受けるための手続はない96。 
 
１．１３ 公開繰延制度 
日本の秘密意匠制度に相当する公開繰延請求制度はない97。 
  

                                            
96 現地事務所への調査結果 
97 現地事務所への調査結果 
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２ 出願・登録の手続 
２．１ 基礎情報 
・意匠登録出願のフローチャート98 
 意匠登録出願の場合、審査請求の制度はない。また、FER 発行日から 3 か月以内に出願

に係る意匠を登録できる状態にする必要がある(規則 18、規則 21)。 

 
  

                                            
98 JETRO 模倣対策マニュアルインド編 2014年 3月 

297



IV．インド C．意匠 

 

２．２ 出願に用いる言語 
 ヒンディー語又は英語を用いることができる(規則 7)。 
 
２．３ 翻訳文の提出 
優先権を規定する意匠法第 44 条第 3 項には、『本条に基づく意匠登録の出願は，本法に

基づく通常の出願と同様の方法でされなければならない。』と記載されており、ヒンディー

語又は英語以外の言語による出願は認められていない。 
 
２．４ 出願・登録の手数料 

2014 年 12 月 30 日に意匠登録関連の料金が改正された99。 
 

（１）出願から登録までに掛かる費用  

費用  自然人
法人

(small entity) 
法人 

(others) 
出願料 1,000 2,000 4,000

 
（２）意匠権維持に掛かる費用 

費用  自然人
法人

(small entity) 
法人 

(others) 
存続期間の延長申請(第 11 条(2)) 2,000 4,000 8,000

 
（３）官庁への手数料等の支払いのために用いることのできる精算手段 
 手数料は、現金又は電子的方法によるか、CGPDTM 長官を名宛人にした銀行為替手形

又は小切手を送付することで納付することができる100。 
 
３ 審査業務 
３．１ 審査業務体制 
インド特許意匠商標総局(CGPDTM)の意匠局は、コルカタの特許局内に設置されている

101。審査官(Examiner)4 名、管理官(Controller)2 名。管理官のうち 1 名はFront Office、
もう 1 名はBack Office を担当している102。 

 
３．２ 審査の手順 
（１）審査の内容 
 登録前に行う審査の内容は、以下のとおりである103 。 
                                            
99 http://dipp.nic.in/English/acts_rules/Rules/design_Amendment_Rules_2014_01January2015.pdf( 終

アクセス日：2015 年 2月 19 日) 
100 JETRO、意匠審査の実務及び手続の手引 03.08 手数料、

https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/2011_ishou_01.pdf( 終アクセス日：2015 年 2月 19日) 
101 http://ipindia.nic.in/ipr/design/designs.htm( 終アクセス日：2015年 2月 19日) 
102 JETRO ニューデリー事務所への調査結果 
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・ 方式審査 
・ 実体審査 
・ 公序良俗(第 4 条(d)) 

 
（２）不要録事由 
 不登録事由は、新規性欠如、創作性欠如とともに意匠法第 4 条に規定されている。 
 
第 4 条 一定の意匠の登録禁止 
次の意匠は，登録することができない。 
(a) 新規性若しくは創作性のないもの，又は 
(b) 登録出願の出願日前又は該当するときは優先日前に，有形の形態の公開により若し

くは使用により又は他の何らかの方法でインドの何れかの場所又は何れかの外国におい

て，公衆に対して開示されたもの，又は  
(c) 周知意匠又は周知意匠の組合せから有意に識別できないもの，又は 
(d) 中傷的な又はわいせつな事項を包含し又は含むもの 

 
３．３ 実体審査の範囲 
実体審査は、審査中の意匠に関して次に掲げる事項を判断するために行われる104。 
 
・ 法に定める「意匠」であるか(第 2 条(d)) 
・ 新規性又は独自性をもつか 
・ 公序良俗に反していないか(第 4 条(d)) 
・ インドの安全保障上有害でないか。 

 
３．４ 分類付与に関する業務 
意匠登録出願への分類付与は、出願人又は審査官によって行われる。出願人が付与した

分類が不適切である時は、審査官が適切な分類を割り当てる場合と、出願に対して分類が

不適切である旨を通知し修正を要求する場合とがある105。 
 
３．５ 審査結果の通知 
 出願に係る意匠が拒絶理由を有するときは、審査官は書類の送付又は電子的手段によっ

て通知をする。また、出願に係る意匠を登録できない場合には、審査官は不登録の結果、

不登録の理由を出願人に通知する106。 
 
 

                                                                                                                                        
103 現地事務所への調査結果 
104 意匠審査の実務及び手続の手引 04.03 実体審査 、
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/2011_ishou_01.pdf( 終アクセス日：2015 年 2月 19日) 
105 現地事務所への調査結果 
106 現地事務所への調査結果 
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３．６ 拒絶理由通知に対する応答 
 拒絶理由通知の日から 3 月以内に拒絶理由を解消し又は聴聞を申請しない限り、その出

願は取り下げたものとみなされる。 
 

規則 18 拒絶理由 
(1)法第 5 条(1)にいう出願に関する審査官の報告書の検討により，長官が何らかの拒絶理由

を認め，それが出願人に不利なものであるか又は出願について何らかの補正を必要とする

ときは，当該拒絶理由通知書を出願人又はその代理人に送付しなければならず，出願人又

はその代理人が庁の拒絶理由通知の日から3月以内に拒絶理由を解消し又は聴聞を申請し

ない限り，出願人は，その出願を取り下げたものとみなされる。 
ただし，拒絶理由解消の期間は，出願日から 6 月を超えない。出願人又はその代理人は、

定められた６ヶ月の期間が満了する前に、付則 1 の指定手数料を納付して様式 18 に基づ

く期間延長を請求することにより、3 ヶ月を超えない期間について延長をすることができ

る。 

 
３．７ 審査の品質管理 
 CGPDTM では、審査の品質を一定に保つために審査官の研修を行っている107。 
 
３．８ 審査官の育成 

CGPDTM では、審査官に対して以下の研修を行っている108。 
 
・ CGPDTM における庁内研修 
・ 海外知財庁により提供される研修 

 
４ 統計情報 
４．１ 出願・登録 

WIPO が集計している意匠の出願件数と登録件数のうち、2009 年～2013 年の 5 年間分

を以下に示す109。 
 

意匠の出願件数と登録件数 
 

出願件数 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 
全数 6,092 7,038 8,216 8,545 8,497 

(内 外国出願) 1,825 2,622 3,060 3,445 3,315 
(内 日本から) － 368 625 547 448 

 

                                            
107 現地事務所への調査結果 
108 現地事務所への調査結果 
109 WIPO、http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/ ( 終アクセス日：2015年 2月 19日) 
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登録件数 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 
全数 6,025 5,567 6,237 6,778 6,975 

(内 外国出願) 2,473 2,005 2,266 2,819 2,819 
(内 日本から) － 261 471 573 494 

 
またCGPDTM もAnnual Report において、意匠についての出願件数などの詳細な統計

情報を公開している110。 
 
４．２ 審査期間 

JETRO による「インド意匠審査の進捗状況(2014 年 12 月)」調査報告において、審査

の進捗状況が報告されている111。出願から審査報告まで約 1.5 か月、出願から登録まで約

10 か月の状態が継続している。 
 

 

  

                                            
110 CGPDTM、Annual Reports 2012-2013 CHAPTER-V Designs 1.Design Applications filed & Registered 
http://ipindia.gov.in/cgpdtm/AnnualReport_English_2012_2013.pdf( 終アクセス日：2015年 2月 19日) 
111 JETRO、インド意匠局の意匠審査の進捗状況(2014年 12月時点)、
http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/#statistics( 終アクセス日：2015 年 2月 19日) 
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４．３ 審査通知・ 終処分 
CGPDTM がAnnual Reports 2012-2013 において 2012 年度に審査した出願数、登録

意匠の数などを公開している112。拒絶した出願は 3 件、放棄された出願は 45 件のみで、

全体の約 99%が登録されている。 
 

意匠登録出願の審査状況(2012 年度) 
 

2012 年度に 
係属した出願 

2011 年度の出願 1,463 
2012 年度の出願 8,337 

合計 9,800 
2012 年度に 
審査した出願 

拒絶した出願 3 
放棄された出願 45 

合計 6,776 
登録された意匠 インド国内からの出願 4,662 

インド国外からの出願 2,590 
合計 7,252 

係属中、未審査の出願 1,209 
 
 拒絶理由のほとんどは、創作性欠如のようである113。 
 
４．４ 審判請求 
 意匠に関する審判請求数は公表されていない114。 
 
４．５ 訴訟 
行政不服訴訟、民事訴訟ともに、訴訟件数を集計している認証されたデータベースがな

い115。JETRO がインド 高裁、デリー高裁、ムンバイ高裁の公開データを基に、訴訟件

数を公表している116。JETRO のデータによると、2014 年 1 月及び 2 月に新たに受理され

た知財関連訴訟のうち、意匠権に関する訴訟はないようである。 
  

                                            
112 CGPDTM、Annual Reports 2012-2013、CHAPTER-V Designs  3. Examination of design 
applications 
113 現地事務所への調査結果 
114 JETRO ニューデリー事務所への調査結果 
115 現地事務所への調査結果 
116 JETRO、インド知財訴訟・審判報告書 第 6号（2014 年 1月～2014 年 2月）、 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/ip_report_201401-02_201412.pdf( 終アクセス日：2015 年 2月

19 日) 
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５ ハーグ協定ジュネーブアクト 
５．１ 整合状況 
（１）多意匠一出願制度(ハーグ協定ジュネーブ改正協定第 5 条(4)、規則 7(3)(v)、(7)) 
 協定では、ロカルノ国際意匠分類の同一メインクラスに属する意匠であれば、一つの出

願に 100 までの、意匠を含めることを認めている。 
インド意匠制度では、一意匠一出願が原則である。ただし、同一分類内での複数の物品

については、一の意匠出願として出願が可能である(意匠法第 5 条(3))。 
 
（２）公開繰り延べ制度(ハーグ協定ジュネーブ改正協定第 11 条、第 16 規則) 
 協定では、指定締約国の法令が出願の公開日の繰り延べを規定している場合、国際出願

時に出願人が申請することにより、出願日又は優先権が主張されている場合は優先日から

大 30 か月まで公開を繰り延べることができる。 
インドには公開繰り延べ制度はない。インド意匠制度では、意匠の登録後できる限り速

やかに、当該意匠についての詳細を所定の方法で公告し、その後に当該意匠は公衆の閲覧

に供される(意匠法第 7 条)。 
 
（３）拒絶通報期間(ハーグ協定ジュネーブ改正協定第 12 条、第 18 規則) 
 協定では、締約国が当該国を指定する国際登録の効果の拒絶を国際事務局へ通報できる

期間は、原則として国際公開の日から 6 か月間であるが、 長で 12 か月まで認められる。 
インドでは、出願から審査報告まで約 1.5 か月の状態が継続している117。 

 
（４）図面等の提出要件(ハーグ協定ジュネーブ改正協定第 9 規則) 
 協定では、その出願が二次元の意匠又は製品の場合は 1 図より多く、三次元の製品の場

合は 6 図より多くの図を要求することはできない。 
インド意匠制度では、二次元及び三次元のいずれの意匠であっても、図面の枚数につい

ては特に規定がない。三次元意匠においては、斜視図は原則として必要である (「意匠審

査の実務及び手続の手引」118)。 
 
（５）保護を求めない範囲(ハーグ協定ジュネーブ改正協定共通規則 9(2)(b)、実施細則第

403 節) 
 協定では、意匠の表現物には示されているが保護を求めない事項を説明、点線又は破線

により示すことができる。 
インド意匠制度では、保護が請求されていない物品の構成要素を示すために破線を使う

ことはできると審査基準には記載されている(「意匠審査の実務及び手続の手引

03.06.02.05 表示用紙」) 。 

                                            
117 JETRO、インド意匠審査の進捗状況(2014 年 12月)、http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/#statistics(
終アクセス日：2015年 2月 19日) 
118 JETRO、意匠審査の実務及び手続きの手引き(Manual Of Designs Practice &Procedure; Office of the 
Controller General of Patents, Designs & Trademarks) 
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/2011_ishou_02.pdf ( 終アクセス日：2015 年 2月 19日) 
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（６）権利存続期間(ハーグ協定ジュネーブ改正協定第 17 条) 
 協定では、存続期間を国際登録日から 15 年又は各指定締約国の国内法が規定する存続

期間がこれを超える場合はその 長の存続期間と規定している。 
インド意匠制度では、意匠権の存続期間は登録日から 10 年間当該意匠権を有する(意匠

法 11 条)。さらに、前記 10 年間の満了前に意匠権期間の延長申請がされたときは，所定

の手数料の納付により，意匠権期間を， 初の 10 年間の満了時から，次期の 5 年間延長

することができる(同条(2))。 
 
５．２ ハーグ協定加盟への課題 
同協定への加盟を目的として、インド意匠法とハーグ協定の比較検討を開始した119。 

  

                                            
119 JETRO ニューデリー事務所への調査結果  
インド 国家知的財産権戦略(日本語仮訳)」 
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/national_IPR_Strategy_09Sep2014_jp.pdf( 終アクセス日：

2015年 2月 19 日) 
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開
繰
延

出
願

日
か
ら
起

算
し
て

18
0日

間
は
秘

匿
す

る

こ
と
が
で
き
る

(第
96

条

(1
))
。

公
開

繰
延

制
度

は
な

い
。

公
開

繰
延

制
度

は
な

い
。

公
開

繰
延

制
度

は
な

い
。

公
開

繰
延

制
度

は
な

い
。

　
拒
絶
通
報

　
期
間

実
体
審
査
は
行
わ
れ
な

い
(第

10
6条

)。
出
願
か

ら
登
録
ま
で
平
均

1.
5年

間
。

出
願

日
か
ら
最

初
の
通

知
ま
で
平
均

7か
月

で
あ

る
。

出
願

日
か
ら
最

初
の
通

知
ま
で
平
均

1か
月

、
最

終
処
分
ま
で
平
均

3か
月
。

出
願

か
ら
審

査
報

告
ま

で
約

1.
5か

月
の
状

態
が
継
続
し
て
い
る
。

平
均
的
な
実
体
審
査
期

間
は

6か
月

で
あ
る
。

　
図
面
等
の

　
提
出
要
件

三
次

元
対

象
物

の
場

合
に
は
、
常
に
斜
視
図
を

含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
(規

範
命
令

13
/2

01
3

号
)。

出
願

に
は
図

面
若

し
く

は
写

真
に
よ
る
当

該
意

匠
の
複

製
を
添

付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
次

元
意

匠
の
場

合
に

は
、
斜
視
図
が
必
要
で

あ
る
。

斜
視
図
が
必
要
で
あ
る

(審
査
基
準

)。

20
14

年
改

正
に
よ
り
、

本
質

的
特

徴
の
一

覧
表

の
提
出
は
不
要
と
な
っ

た
。

　
保
護
を

　
求
め
な
い

　
範
囲

部
分
意
匠
制
度
は
な
く

保
護
を
求
め
な
い
事
項

を
説

明
、
点

線
又

は
破

線
に
よ
り
示
す
こ
と
は
で

き
な
い
。

法
律
上
の
規
定
は
な
い

が
、
部

分
意

匠
を
登

録
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

法
律
上
の
規
定
は
な
い

が
、
部

分
意

匠
を
登

録
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

保
護

を
請

求
し
な
い
構

成
要

素
を
示

す
た
め
に

破
線
を
使
う
こ
と
は
で
き

る
(審

査
基
準

)。

部
分

意
匠

の
保

護
は
運

用
上
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
存
続
期
間

出
願

日
か
ら

10
年
間
及

び
5年

単
位
で

3回
の
延

長
可
能
、
最
長
2
5
年
間

(第
10

8条
)。

意
匠

権
は
出

願
の
日

か
ら

15
 年

間
存
続
す
る
。

出
願

日
か
ら
起

算
し
て

10
年
間
存
続
す
る
。

当
初

10
年
と
延
長

5年
の
合

計
15

年
で
あ
る
。

存
続
期
間

5年
、

5年
ず

つ
最
長

20
年
延
長
で
き

る
(2

01
4年

改
正

)。

ハ
ー
グ

協
定
の

整
合

状
況

417
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